
 

発言順位５    １９番 高 梨 俊 弘 議員 （一問一答） 

 １ 中小企業・小規模企業施策の充実を 

⑴ 中小企業等を取り巻く厳しい環境が続く中、「磐田市中小企業及び小規

模企業振興基本条例（案）」が２月市議会で、全会一致で可決された。県

内での条例の制定は、富士市に続き２例目となるが、議員提案による制

定は初めてとのことである。 

① 磐田市中小企業及び小規模企業振興基本条例に対する市長の見解を

伺う。 

② 中小企業及び小規模企業に対する市の振興策について伺う。 

③ 条例第１０条では、「理念の実現及び前条に規定する施策の基本方針

の実施等について協議するため、中小企業及び小規模企業の振興のた

めの協議の場を設置する」とある。条例を制定した自治体では経営者・

業者などで構成する「中小企業振興会議」などをつくり、中小企業の

声を生かしている。市の今後の取り組みについて伺う。 

⑵ 小規模修繕登録制度の充実を。 

① 小規模修繕登録制度の活用状況と課題を伺う。 

② 現在５０万円以下の発注金額であるが業者からは引き上げの声があ

る。見解を伺う。 

⑶ 地方自治体が実施している「住宅リフォーム助成制度」は全国で６２

８自治体に達し（全商連調査２０１４．７．１現在）、住環境の改善整備

で住民に喜ばれるとともに、波及効果の大きさで地域経済対策としても

大きな威力を発揮している。住民の居住環境の向上と地元の中小企業・

中小業者への支援策としての住宅リフォーム助成制度の創設に対する見

解を伺う。 

⑷ 群馬県高崎市は、２０１３年４月、「まちなか商店リニューアル助成事

業」を創設した。同制度は、従来の商店街整備等への補助金とは異なり、

個々の店舗を支援するものである。具体的には、店舗の改装や店舗等で

使用する備品の費用の２分の１を助成する。受け付け開始からすぐに申

し込みが殺到し予算額を突破するなど、業者の皆さんに大歓迎されてい

る。商店リニューアル助成事業の創設について見解を伺う。 



 

 ２ 住民の暮らしの充実策を 

⑴ 消費税が８％になってから初めて確定申告が行われた。増税によって

増税分を含めた売り上げは増えたものの、利益は減少。消費税額が増え

やり繰りが大変。増税後に客足が激減し、売り上げが２０％近く減少し

たにもかかわらず消費税額は約２倍になり、消費税が払えない、などの

声が聞かれる。消費税増税は中小業者にとっては営業を続ける上での影

響が大きいと考える。 

① 輸出企業は消費税の還付金制度があるが、中小企業、業者はそうは

いかない。市内の消費税増税の影響をどのように把握しているのか伺

う。 

② 消費税増税による一般会計や特別・企業会計への影響を伺う。 

③ １０％への増税はやめるべきだと考えるが、市長の見解を伺う。 

⑵ 藤枝市が市民の皆さんがゴミの分別を的確に行える環境づくりの一環

として、「越前市ぷらぷらぼ」の「ゴミチェッカー」を基に静岡産業大学

と共同で「藤枝版“もったいない”ゴミ分別アプリ」を開発した、と新

聞報道されていた。ごみ分別への疑問をスマートフォンですぐに解決で

きるアプリということで、６月１日から試験運用を開始し、利用者のア

ンケート調査を踏まえ、新たな機能を追加していくとのことです。若者

世代をはじめ、市民の皆さんに親しまれ、環境行動を起こすきっかけと

なると考えられる。こうした取り組みに対する見解を伺う。 

⑶ 住宅は、生存と生活の基盤です。格差と貧困をなくすためにも、住ま

いの不安をなくし、安心できる居住環境をつくることが求められている。

市営住宅の新規建設をすすめるとともに、民間賃貸住宅を借り上げて市

営住宅にするなど多様な供給方式の活用が必要だと考える。 

① 市としての公営住宅についてどのように考えるのか伺う。 

② 老朽化した市営住宅の解体等がすすめられている。市民の声を聞い

た跡地利用が必要だと考える。見解を伺う。 

③ 高齢者などは市営住宅入居条件である保証人確保が困難である。状

況にあった対応が必要だと考える。見解を伺う。 

 



 

⑷ 全国的に問題になっている老朽空き家の解消を目指した空家対策推進

特別措置法が施行された。「倒壊の危険」などの理由から市区町村長が「特

定空家」と判断すると、勧告などを経て最終的に解体・除去の行政代執

行ができるようになる。 

① 空き家の現状と今後の市としての対応を伺う。 

② 市民に空家対策推進特別措置法の内容と今後の取り組みについて知

らせる必要があると考える。見解を伺う。 

 

 

 

３ 教育の諸課題について 

⑴ １８歳選挙権は、９割をこえる世界の国や地域で実現している。サミ

ット参加国中でも日本だけが認めてきませんでしたが、選挙権年齢を現

在の「２０歳以上」から「１８歳以上」に引き下げる公選法改正案が６

月４日衆院本会議で、全会一致で可決した。今国会中に成立する見通し

で、早ければ２０１６年夏の参院選から、１８歳と１９歳の２４０万人

が有権者に加わる。１８歳以上の若者が、社会を構成する「成人」とし

て一人前の法的・社会的な権利と責任を果たせるよう、改革が必要であ

る。大学、高校だけでなく、小中学校でも年代に合った主権者教育が大

きな課題になると考える。１８歳選挙権、小中学校での主権者教育につ

いての見解を伺う。 

⑵ ＮＩＥ(Newspaper in Education＝「エヌ・アイ・イー」)は、学校な

どで新聞を教材として活用することで、１９３０年代にアメリカで始ま

り、日本では８５年、静岡で開かれた新聞大会で提唱された。その後、

教育界と新聞界が協力し、社会性豊かな青少年の育成や活字文化と民主

主義社会の発展などを目的に掲げて全国で展開している。 

① 市内の小中学校でのＮＩＥの取り組み状況と課題について伺う。 

② 国は、平成２４年度から５年間で学校図書館図書標準の達成をめざ

し予算措置をしてきた。学校図書館への新聞配備も行っている。すべ

ての学校へ新聞配備が必要だと考えるが現状と課題を伺う。 


